
豊中市上下水道局寺内配水場小水力発電事業 条件書 

 

 

１．事業内容 

（1）事業の概要 

 豊中市上下水道局（以下「局」という）の寺内配水場において、小水力発電事業を実

施する事業者（以下「事業者」という。）は、使用許可した小水力による発電設備の計画・

設計・施工・発電・運営・維持管理及び再生可能エネルギーの売電行為（以下「本事業」

という。）を、すべて事業者自らにおいて行うものとのする。 

 なお、小水力発電設備の設置及び運営のみを用途の目的とし、その他の行為を目的と

することはできない。 

 

（2）事業場所 

寺内配水場 大阪府豊中市東寺内町 127 番地内 

 

（3）施行・発電開始時期 

① 発電開始時期は令和 10 年度上半期を目安とするが、事業者との協議により決定する。 

② 事業場所には、令和 9 年４月までは FIT 制度の認定を受けた小水力発電設備（設備

ID：E000439E27）（以下「既存設備」という。）が設置されているため、既存設備を撤

去後に施工を開始すること。なお、撤去期間は約 3 か月間を予定しているが、事業移

行にあたっては、局・既存設備の運営事業者・事業者の 3 者間で協議のうえ進めるこ

ととする。 

【参考】 

〔経済産業省 資源エネルギー庁〕再生可能エネルギー 事業計画認定情報公表用 HP 

https://www.fit-portal.go.jp/publicinfo 

 

 

２．設置に係る仕様 

（1）施設の能力等 

① 施設状況 

 ・敷地面積   21,821 ㎡ 

 ・配 水 池  ＲＣ（矩形 ４池構造） 

   有効容量   39,852 ㎥  

         ＨＷＬ(+)60.60ｍ ＬＷＬ(+)55.60ｍ (T.P) 

 ・水   源  企業団受水（浄水） 千里幹線 寺内分岐 

  流入管   φ900 ダクタイル鋳鉄管 

（令和 10 年度にφ600 ダクタイル鋳鉄管へ更新予定） 



  受水流量計 φ900（超音波式 流入管据付 出力 DC4~20mA） 

       （計測最小最大流量 0～5,000 ㎥/h） 

（令和 10 年度に φ600 超音波式へ更新予定） 

  受水弁   φ500（バタ弁） 

  ・配水方式   自然流下方式 

② 利用可能水量 

 ・平均 1,354 ㎥／時間（寺内配水場受水量表（別紙１）参照） 

 ・水量は過去実績であり、保証するものではない。 

 ・基本的事項として受水量は、常時本市が決定し、中央監視制御システムからの出力 

  信号にて制御するものとする。 

 ・受水量は年々減少傾向であるが、令和 15 年度より吹田市と寺内配水場の共同化を

予定しており、増加の可能性がある。 

  ※参考：豊中市 HP「吹田市との寺内配水場の共同化に関する覚書を締結」 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jogesuido/jigyoannai/suido/torikumi/terauchi.html 

③ 落差 

 約 43ｍ （受水圧 0.38～0.45MPa）          

④ 場 所 

 寺内配水場の流入部（別紙配管図（別紙７）参照） 

⑤ 流体 

 水道水（浄水） 

⑥ 提供資料 

 ・寺内配水場受水量表（別紙１） 

 ・寺内配水場高低差イメージ図（別紙２） 

 ・配水系統図（別紙３） 

 ・施設位置図（別紙４） 

 ・寺内配水場一般平面図（別紙５） 

 ・寺内配水場場内概略図（別紙６） 

 ・寺内配水場配管図（別紙７） 

 ・寺内小水力復旧図（別紙８） 

 ・寺内配水場電気室平面図（別紙９） 

 ・寺内配水場受水制御フロー図（別紙１０） 

 ・寺内配水場単線結線図（別紙１１） 

 ・寺内小水力配管図（現状）（別紙１２） 

 ・寺内配水場既設配管詳細図（別紙１３） 

⑦ その他 

 受水制御は、柴原浄水場の中央管理室（豊中市宮山町３丁目２０番１号）から遠隔操

作を行っている。（受水制御フロー図（別紙１０）参照） 

 



（2）小水力発電設備の規模  

  事業者の提案によるものとする。 

 

 

３．事業に係る条件等 

（1）実施にあたっての条件等 

 ① 関係法令を遵守すること。 

 ② 募集要領及び本条件書の内容を遵守すること。 

 ③ 本事業を継続して実施できる適切な計画内容、資金収支計画であること。 

 ④ 本事業の実施、終了後の原状回復、及び各種手続き等にかかる一切の費用は、事業

者が負担すること。 

 ⑤ 事業者が水道施設に損傷・損害を与えた場合や、発電設備等の設置及び管理に関す

る瑕疵により水道施設等に損害を与えた場合、その他事業者の責めに帰すべき事由

により局が損害を被った場合は、事業者がその損害を賠償する義務を負うこと。 

 ⑥ 本事業にあたり配水場内に立ち入る者は、身辺の衛生に十分注意するとともに配水

場を汚さないようにすること。 

 ⑦ 寺内配水場に入場する作業員等は水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条の規定に

基づき、検便（腸チフス、赤痢、パラチフス、サルモネラ菌群及び O-157）の証明

書等を提出すること。  

 ⑧ 事業者は、小水力発電設備の建設時及び運転開始後に発生した事故や維持管理上の

障害等について、直ちに局へ連絡すること。また、局から事故等の連絡を受けた場

合、直ちに対処すること。 

 ⑨ 事業期間中の小水力発電設備設置付近の除草処分及びゴミ等の収集処分は、事業者

が必要に応じて行うこと。 

 

 

 

（2）各種手続きに係る条件等 

 ① 事業用電気工作物に係る届出・管理等が必要な場合は、事業者が行うこと。その

他、本事業に必要な関係法令に基づく申請及び諸手続き等は、全て事業者の責任で

行うこと。また、電気主任技術者の選任が必要な場合は、事業者にて必要な有資格

者を確保すること。 

 ② 電力会社との手続き、再エネ特措法における各制度（FIT 制度(新設区分)・FIT 制

度(既設導水路活用型区分)・FIP 制度）の認定に必要となる手続き等を行うこと。

なお、再エネ特措法における事業計画認定を受けるための必要条件については、提

案内容に基づき実施すること。 

 

 



（3）設備等の設計・建設工事にあたっての条件等 

 ① 発電事業者としての専門知識、水道事業付帯施設としての専門知識が求められるこ

とから、本事業の企画・設計及び施工に関する配置技術者として有資格者を配置す

ること。また、工事にあたっては現場責任者を配置すること。 

 ② 設置工事にあたっては、事前に小水力発電設備の仕様、施工方法などを記した施工

計画書を局に提示し、水道施設の利用や安全に支障が無いよう局と十分協議し、承

諾を得ること。また機器の搬出入の際、経路等については十分に協議を行うこと。 

 ③ 小水力発電設備の仕様、施工方法は、耐震性能など構造上安全で騒音、振動等の対

策を講じるとともに、既設鉄骨架台の荷重計算を実施し、既設構造物を損傷する恐

れがないよう十分に留意すること。また、寺内配水場付近は、住宅地であるため騒

音対策が十分な発電設備とし、工事中及び発電事業に関する苦情等は事業者が責任

をもって対応すること。なお、工事を開始する前には、周辺住民に対して「お知ら

せビラ」の配布などを実施し、発電事業について周知すること。 

 ④ 寺内配水場の運用を維持したまま工事を行うこと。配水池への全面的な流入停止等

は 6 時間程度しかできないため、施工方法を検討すること。 

 ⑤ 小水力発電設備の制御に必要な信号等は局が保有する盤（寺内配水場計器室内）に

接続できる。ただし、責任区分の分界点を明確にするため、盤内の改造は局にて行

う。盤内への接続や配水場内での配線工事は事業者の施工範囲とする。 

 ⑥ 発電設備を電力会社の系統に連系するために発生する工事負担金、設備認定に関す

る費用等は、事業者の負担において自ら実施すること。 

 ⑦ 電源の停止時及び発電設備異常時等、停電時に水撃作用（ウォーターハンマ）を防

止するなど急激に流量を変化させないための機能を有すること。 

 ⑧ 柴原浄水場中央管理室で小水力発電設備の運転状況及び故障等の状況を２４時間監

視できるようにすること。また、商用電源が停止した場合であっても非常電源によ

り監視が可能な仕組みを有すること。 

 ⑨ 水道水は、発電機（水車）を介して配水池に流入させることから、水質に影響を与

えない材料並びに構造を有する機材を使用すること。また、設備配置計画や使用材

料（付帯設備を含む。）については、事前に局の承諾を得ること。なお、水道水が接

触する資機材等については、JWWA 規格に基づく規定による試験（浸出試験）で品

質規程を満たすもので、水質に影響を及ぼさないこととする。 

 ⑩ 事業者は、小水力発電設備を設置した時は、小水力発電設備の仕様、施工方法等を

記した書面を局に提出すること。 

 ⑪ 周辺環境に配慮し、良好な工事環境の創造に努めること。 

 ⑫ 再生資材・環境負荷の少ない機材（排ガス対策型、低騒音型等）の使用、環境負荷

の少ない工法の採用に努めるとともに、コンクリート・アスファルト塊、その他廃

材等の発生抑制とリサイクルの推進に努めること。 

 ⑬ 設置工事に伴う一時停水、洗管などのバルブ操作は局において行う。 



⑭ 令和 10 年度に寺内配水場の送水管（流入管）更新工事を実施する予定があり、既

設の小水力発電用キュービクル付近を掘削する予定のため、キュービクルの設置場

所については局と協議するものとする。なお、この工事に伴い発電停止する必要が

ある。  

⑮ 既設の小水力発電設備は、寺内配水場の周辺で停電が発生すると、自動的に発電設

備が停止すると同時に、局の受水弁を動作させるための電源も失う。よって、柴原

浄水場からの遠隔操作で受水弁を操作できないので、今回の事業ではこの受水弁を

遠隔操作できるように受水弁用の無停電電源装置などを設置すること。  

⑯ 原則、配水池上部に変電設備（キュービクル）の設置や重機等を載せて作業は行な

わないものとするが、配水池の強度確認を行い、局に承諾を得た場合はこの限りで

はない。  

⑰ 事業者から局の設備への小水力発電に関する信号や条件などは、別紙 10 の制御フ

ロー図等にあるもの以外は以下のとおり。  

（１）場内使用電力  

・200Ⅴ負荷への提供と電力量の計測  

・100Ⅴ負荷への提供と電力量の計測  

（２）停電時の運用について  

・買電側に停電事故などが発生した場合は発電機が停止すること。  

・発電機が停止しても局の受水弁が開閉可能とする。  

（停電前の受水量を確保するための受水弁の開閉が可能でありこと。また、受

水弁開閉するための非常用電源を確保する）  

（３）発電機運転状態の信号（送受信信号）  

・運転・停止・故障信号  

・発電機の状態信号（発電量等）  

・流量信号  

   ⑱小水力発電設備の年次点検作業などにおいて、長時間停電が伴う場合は寺内配水場 

の低圧電気設備に対して、発電機等で電力を供給することとする。 

 

 

（4）運用上の条件等 

 ① 事業の計画及び実施に際しては、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）その他関

係法令を遵守すること。 

 ② 運用開始にあたっては、局職員に対し、運用方法、機器取扱い等の説明会を実施す

ること。 

 ③ 発電で使用する流量は、配水池の受水流量制御に影響を与えないこと。 

 ④ 日常的な発電に使用する流量の決定権は局が有し、日常的な発電設備の運転・停止

に係わる決定権は事業者が有する。なお、事業者は常に適正な発電設備の運転管理

を行うこと。 



 ⑤ 事業者は、毎月の発電量及び流量データを翌月の初旬に報告するとともに、各年度

終了後は速やかに、年間発電量及び流量データを局へ報告すること。また、小水力

発電の普及啓発に資する施設として、発電状況等データの公表に努めること。 

 ⑥ 各年度終了後、年間収支状況が確定次第、速やかに局に報告すること。なお、収支

状況に著しく変動がある場合等は、使用料について協議できるものとする。 

 ⑦ 水道水の供給に著しく影響を及ぼした場合、または及ぼす可能性がある場合には局

と協議を行うこと。また、必要に応じて、選定事業者の責任において、発電設備を

撤去し原状回復すること。 

 ⑧ 小水力発電設備の機器類等の更新や修繕の際は、事前協議のうえ実施すること。 

 ⑨ 局が施設の維持管理等を行うときは、事業者は必要な協力を行うこと。 

 ⑩ 局が水道施設の維持管理等を行うため、発電機（水車）前後の手動弁を一時的に開

閉操作することがあるが、その場合は事後連絡となることがある。 

 ⑪ 寺内配水場に関する工事等により配水場の運用を停止する場合がある。やむを得ず

長期間（１箇月程度）停止する場合、事前に通知する。 

⑫ 局では、市民等から小水力発電設備の施設見学依頼があれば実施することがあるの

で、小水力発電設備の概要が分かる資料を作成し、局へ提供すること。施設見学の

対応は原則、局が対応するが、内容によっては協力を依頼することもある。  

⑬ 運転、維持管理、故障時など緊急時の管理体制を構築し報告すること。また、変更

があった場合は随時、報告するものとする。 

 

（5）その他の条件 

 ① 局は受水量、受水圧について可能な限り条件を維持できるように努めるが、本事業

期間中保証するものではない。 

 ② 事業を実施するうえで関連する施設の改造や整地等が必要になる場合、局の承諾の

うえ、費用は選定事業者の負担とする。 

 ③ 事業開始後、再エネ特措法における利用制度（FIT 制度(新設区分)・FIT 制度(既設

導水路活用型区分)・FIP 制度）の変更を希望する場合は、協議を行う。 

 ③ 本事業に伴う設備等は、事業終了時に事業者の負担と責任において速やかに原状回

復すること。なお、事業継続等を希望する場合は、局との協議により、事業更新を

認める場合がある。 

 ④ 事業者が協定に定める義務を履行しない場合には、協定を解除することがある。こ

の場合、選定事業者の責任と負担により、速やかに原状回復し、返還すること。 

 ⑤ 事業者が発電事業を継続できなくなった場合、事業者が選定し、局が適切と認めた

事業者に、権利および義務を継承させることができる。 

 ⑥ 事業実施中の紛争等に関しては、局では責任は負わない。選定事業者として責任あ

る立場で解決すること。 

 ⑦ （1）～（５）の各号以外に生じた事案や課題等については、局と協議を行うこと。 



４．リスク分担 

リスク分担は、下記リスク分担表に記載のとおりとします。 

リスクの種類 リスク内容 

負担者 

局 
業

者 

共

通 

募集要領、協定 要領等の資料誤謬など 〇   

協定 
局の責めによる手続きの遅延など 〇   

事業者の責めによる手続きの遅延など   〇 

提案書の誤り 提案書の記載事項に重大な誤りがあるもの   〇 

第三者賠償 小水力発電設備に起因する騒音・振動・漏水等による場合   〇 

安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保   〇 

環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全   〇 

法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更   〇 

保険 
施設の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間

のリスクを保証する保険 
  〇 

事業の中止・延期 

局の指示によるもの（事業者に起因する事象を除く） 〇   

発電開始に必要な許可等の遅延によるもの   〇 

事業者の事業放棄、破綻によるもの   〇 

不可抗力による事業の変更・中止・延期 △ 〇 

設

計

段

階 

物価 物価変動   〇 

応募コスト 応募コストの負担   〇 

資金調達 必要な資金の確保に関すること   〇 

地域調整 周辺施設、住民との説明調整に関するもの   〇 

建

設

段

階 

物価 物価変動   〇 

用地の確保 資材置き場の確保   〇 

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による発電開始の遅延   〇 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）   〇 

一時的損害 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害   〇 

第三者賠償 
事業者の工事、維持管理、運営の不備による事故等で第三

者に与えた損害 
  〇 

支

払 
支払遅延・不能 

行政財産の使用料及び浄水の使用料の支払が遅延する場合

の事業継続不能 
  〇 

金利 市中金利の変動   〇 

瑕疵担保 隠れた瑕疵の担保責任   〇 

〇：主分担 △：従分担 

 

 



リスクの種類 リスク内容 

負担者 

局 
業

者 

維

持

管

理

関

連 

計画変更 

用途の変更等、局の責めによる事業内容の変更 〇   

配水池の建て替え、耐震補強工事など将来計画が実施された

場合 
△ ○ 

維持管理費の上昇 

事業者の責めによる維持管理費の増大   〇 

局の責めによる維持管理増大 〇   

第三者の責めによる維持管理の増大   〇 

発電水量の減少 発電に必要な送水量の著しい減少（一時的な変動を除く） △ 〇 

供給 小水力発電設備に起因する供給に対する障害   〇 

施設損傷 

小水力発電設備に係る事故・火災による水道施設又は小水力

発電設備の損傷 
  〇 

小水力発電設備に起因する水道施設への障害   〇 

水道施設に起因する事故・火災による水道施設又は小水力発

電設備の損傷 
〇   

第三者の責めによる施設の損傷   〇 

付帯事業 広報、見学などの付帯事業に関するもの △ 〇 

補

償 性能 

要求仕様不適合（施工不良を含む）   〇 

仕様不適合による施設・設備への損害、水道施設運営・業務

への障害 
  〇 

事業終了手続き 
協定期間終了時の施設移管、引継ぎ、撤去などに伴う清算に

必要な費用 
  〇 

〇：主分担 △：従分担 
































